
 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東久留米市立学童保育所における 

特別教室等の運用方法について 

特別教室等の運用とは、小学校の特別教室等をお借りして、学童保育所の所舎
と、学校の教室との両方で育成支援を行うことです。 
児童青少年課では、学童保育所の待機児童の解消をめざし、各小学校の特別教
室等を借用し、学童保育所の受け入れ児童数を増やしており、平成 28 年度か
ら運用を開始しました。令和８年１月現在、１０校で実施しています。 
 
※ここに記載していることは令和８年１月現在の状況です。学童保育所の児童
の入所状況や職員配置その他の事情により、今後運用方法を変更する可能性も
ございますので、ご承知おきください。 
変更においてはおたより等でお知らせいたします。 

 

東久留米市子ども家庭部児童青少年課児童青少年係 

電話：０４２－４７０－７７３５(直通) 
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前沢第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 

 

〇育成支援の方法 

所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２・３年生は所舎で育成支援を行い、４年生

以上は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等の一日育成日は出席児童数

その他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 
１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（第二音楽室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 
２．特別教室等における受け入れ児童数 

１）３０人 
 
３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１）すべての学年の児童 
 
４．特別教室等における育成支援 

１）対象児童 原則として４年生から６年生 

２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、

所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は直接、特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 

出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 
○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４７３－４９５０/第二：０４２－４７３ 

－４９５２)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 

  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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新川第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 
  

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２・３年生は所舎で育成支援を行い、４年生

以上は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。ただし、今後の入所児童数や学年別の人数の変更により

育成支援の場所が変更になる可能性があります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（第二音楽室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等の受け入れ可能児童数 
１）３０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 
１）対象児童 原則として４年生から６年生 
２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、
所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 
  対象児童は授業終了後、第二音楽室に登所します。出欠の確認後、特別教室等で育成を行います。ただし、 
児童の出席状況等に応じて、途中で所舎に移動する可能性もあります。 

  ※長期休業期間については、基本的には所舎で育成を行いますが、状況に応じて特別教室等を利用すること 
もあります。 

  校舎への出入りは、西側校舎の昇降口を使用します。 
４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 
５）お迎えについて 

その日の状況により、児童がいる場所が変わる可能性がありますので、お迎えはまず所舎に来ていただき、 
児童がどこにいるか確認いたします。児童が特別教室等にいる場合は児童が所舎に戻って来るのを待つか、保 
護者が特別教室等へ行き引き取っていただくことになります。 
 予定をお知らせしていても、当日変更等もありますので、お迎え等については時間に余裕を持って来所して
いただきますようお願いいたします。 

 

○その他 
・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 
特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４７１－４５９６/第二：０４２－４７２
－６３５６)になります。なお、今後連絡先などの変更があれば、おたより等でお知らせいたします。 

  ・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 
(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 

  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 
いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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中央第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 
 

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２・３年生は所舎で育成支援を行い、４年生

以上は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。ただし、今後の入所児童数や学年別の人数の変更により

育成支援の場所が変更になる可能性があります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（算数教室及び低学年算数教室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等の受け入れ可能児童数 
１）６０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 
１）対象児童 原則として４年生から６年生 
２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、
所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は直接特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 

出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は各自が

所属する学童の所舎に移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童は、１７時までのお迎えは特別教室等までいらしていただくことになります。

１７時以降は、各自が所属する学童の所舎へ移動し合同育成になるので、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 

○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４７６－２１３３/第二：０４２－４７６ 

－２１１５) になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 

  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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南沢第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 

  

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生以上

は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等の一日育成日は出席児童数その

他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（家庭科室室及びプレイルーム） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等の受け入れ可能児童数 

１）６０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 

１）対象児童 原則として３年生から６年生 

２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、

所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は各自の昇降口を出て、体育館棟１階の昇降口(プール側出入口)から入り学童保育用の上履きには

きかえ、特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。出席児童

数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 
４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 

○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４６５－５１９４/第二：０４２－４６５

－５１９８)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 
・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 
いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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金山学童保育所における特別教室等の運用について 
 

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生以上

は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等の一日育成日は出席児童数その

他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（ランチルームもしくは英語学習ルーム） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等における受け入れ児童数 

１）３０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 

１）対象児童 原則として３年生から６年生 

２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、

所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は直接、特別教室に登所します。ただし、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。

出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 
４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 
 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 
ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 

 

○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 
  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(０４２－４７３－８４３１)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 
  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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滝山第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 
  

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生以上

は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等の一日育成日は出席児童数その

他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等【第一】（１階特別支援教室プレイルームもしくは 2 階ランチルーム） 

       【第二】（１階和室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等の受け入れ可能児童数 

１）第一・第二各３０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 

１）対象児童 原則として３年生から６年生 

２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、

所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

【第一】対象児童は各自の昇降口を出て、校舎東側昇降口から入り学童保育用の上履きにはきかえ、特別教室

等に登所します。 

【第二】対象児童は各自の昇降口を出て、直接和室横の渡り廊下ドアから登所・降所します。 

また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。出席児童数によって、途中で一部の児童が

特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

４）降所方法 

 １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 

○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４７３－３２００/第二：０４２－４７６    

－３０９０)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(毎月の行事、季節の行事等) 
・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 
いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 

 
 

６ 



 

 

 

くぬぎ第一・第二学童保育所における特別教室等の運用について 

 

〇育成支援の方法 

所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生以上

は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等の一日育成日は出席児童数その

他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 
１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（教材室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 
２．特別教室等における受け入れ児童数 

１）３０人 
 
３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１）すべての学年の児童 
 
４．特別教室等における育成支援 

１）対象児童 原則として３年生から６年生 

２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、

所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は直接、特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 

出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

 移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 
○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(第一：０４２－４７４－４８００/第二：０４２－４７４ 

－４８０５)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 

  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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神宝学童保育所における特別教室等の運用について 

 

〇育成支援の方法 
所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生から

６年生までは所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や長期休業中は出席児童数その
他の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 
１．育成支援の実施場所 
１）所舎 
２）特別教室等（理科室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 

 
２．特別教室等における受け入れ児童数 
１）３０人 
 
３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 
１）すべての学年の児童 
 
４．特別教室等における育成支援 
１）対象児童 原則として３年生から６年生 
２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、
所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 
対象児童は直接特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 
出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

  
４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

  移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 
  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 
ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 

 
○その他 

・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 
  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(０４２－４７４－６６５２)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 
  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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南町学童保育所における特別教室等の運用について 

 

〇育成支援の方法 
所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２年生は所舎で育成支援を行い、３年生から

６年生までは所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。また、学校休業日や夏休み等は出席児童数その他
の状況により、日によって特別教室等を利用することがあります。 
 
１．育成支援の実施場所 
１）所舎 
２）特別教室等（家庭科室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 
２．特別教室等における受け入れ児童数 
１）３０人 
 
３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 
１）すべての学年の児童 
 
４．特別教室等における育成支援 
１）対象児童 原則として３年生から６年生 
２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、
所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 
対象児童は直接特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 
出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

 校舎への出入りは昇降口を利用し、移動については、東側階段を使用します。 

４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は所舎に 

  移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 
  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 
ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 

 
○その他 

・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 
  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(０４２－４６５－６７８９)になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 
  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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本村学童保育所における特別教室等の運用について 
 

〇育成支援の方法 

 所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。基本的には１・２・３年生は所舎で育成支援を行い、４年生

以上は所舎と特別教室等の両方で育成支援を行います。ただし、今後の入所児童数や学年別の人数の変更により

育成支援の場所が変更になる可能性があります。 
 

１．育成支援の実施場所 

１）所舎 

２）特別教室等（家庭科室） 

※状況によって、他の特別教室等を使用して育成支援を行う場合があります。 
 

２．特別教室等の受け入れ可能児童数 
１）３０人 
 

３．特別教室等の運用による待機児童の受け入れ対象 

１) すべての学年の児童 
 

４．特別教室等における育成支援 
１）対象児童 原則として４年生から６年生 
２）育成支援の内容 

特別教室等では、所舎における育成支援と変わらず、出欠の確認、お茶やおやつの提供を行います。また、
所舎と連携を取りながら、外遊びや集団遊びができるよう努めてまいります。 

３）登所方法 

対象児童は直接特別教室等に登所します。また、学校休業日の一日育成の日は全児童が所舎に登所します。 

出席児童数によって、途中で一部の児童が特別教室等に移動し、育成支援を行います。 

４）降所方法 

  １７時までは所舎と特別教室等と、それぞれで児童を育成します。１７時以降は特別教室等の児童は各自が

所属する学童の所舎に移動して合同育成となります。 

 降所は１７時までは所舎と特別教室等とそれぞれからとなりますが、同じ方面に帰る児童が一緒に降所でき 

るように連携を取ります。１７時以降は全児童が所舎から降所します。 

 一日育成の日等、状況によって合同育成になる時間等が変更になることがあります。 

５）お迎えについて 

  特別教室等で育成している児童も、所舎へお迎えをお願いいたします。 

 基本的には上記のような対応とさせていただきますが、育成支援の状況等により当日に変更となる可能性も 

ありえます。お迎え等については時間に余裕を持って来所していただきますようお願いいたします。 
 

○その他 

  ・土曜日の育成については、全児童を所舎で受け入れます。 

  ・出欠等の連絡先について 

特別教室等の連絡先は、学童保育所の電話番号(０４２－４７４－７８９７) になります。 
・行事は可能な限り合同で行いますが、場合によってはそれぞれで行うことがあります。 

(共催行事、毎月の行事、季節の行事等) 

  ・学童保育所の児童の入所状況や職員配置その他の事情により、開始後に運用方法を変更する可能性もござ 

いますので、ご承知おきください。変更においてはおたより等でお知らせいたします。 
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